十八歳選挙権の早期実現を求める請願署名

【請願趣旨】

　わが国では、選挙権は二十歳から与えられますが、世界では、百九十一カ国中百五十三カ国で、十八歳選挙権が実施されており（一部は十五、十六、十七歳）、これが世界の大勢です（一九九八年五月、日本民主青年同盟中央委員会調査）。サミット参加国で、十八歳選挙権を実施していないのは日本だけです。

　政府はこれまで、十八歳選挙権の実施については「慎重に検討する」などといって、事実上、先送りしてきました。しかし、労働基準法では、十八歳になると深夜業、危険有害業務、坑内労働の制限がなくなります。勤労青年は、所得税納税の義務を負っています。このように、十八歳以上を成人としてあつかうのがあたりまえになっています。

　世界の流れや日本の社会状況を考えれば、十八歳選挙権を実施するのは当然です。

　日本の未来を担うのは青年です。青年の政治参加をすすめてこそ、社会に活力が生まれ、日本の将来への希望をひろげることができます。二十一世紀をむかえたいま、青年の社会的地位を向上させ、政治参加をすすめるために、十八歳選挙権の早期実現を求めるものです。

【請願項目】

一、公職選挙法第九条を改正し、選挙権年齢を満二十歳から満十八歳に引き下げること
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